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　「知事と市町長の円卓対話」
は、対話を通した、県と市町の
パートナーシップの深化、地域
の諸課題に対する共通認識の醸
成をめざし、「知事が地域に出
向き、現場で、直接、市町長か
ら聴く」こと、また、上座下座
なしという「円卓」のイメージ
を大切にし、知事と市町長の自
由な対話の場づくりをめざすこ
とを目的として開催されます。

○日　時
　８月31日（木）　13時30分～14時30分
　※13時から30分程度、現地視察を行ってから円卓対話を始めます。
○会　場
　保健福祉センター　１階ホール（朝日町大字小向891番地５）
○傍聴について
　傍聴が可能です。知事と町長が公開の場で話し合う貴重な機会です
ので、ぜひご来訪ください。
　なお、会場の都合により座席数は100席までとなりますので、予め
ご了承ください。
○その他
　当日の対話の動画は、県ホームページ「インターネット放送局」に
掲載されます。
　また、当日の開催概要は、県ホームページ「県と市町の地域づくり
連携・協働協議会」に掲載されます。

　　と　　の　　　　の　　について
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ギフトカードを送付します
＜よくあるご質問＞
Qこの事業の経費はどこから出ているのですか？
　国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交
付金」を活用しています。
Qこの事業の目的は何ですか？
　昨今のエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受け
た家計の負担軽減を目的として実施するものです。
Qなぜ世帯単位なのですか？
　エネルギー・食料品等価格高騰の影響を受けた｢家計｣
の負担軽減を目的として事業を実施します。その負担軽
減の対象となる電気及びガスは「世帯」あたりに基本料
金が設定されているためです。
Qなぜ現金やプレミアム商品券ではなくギフトカードな
　のですか？
　現金やプレミアム商品券の場合、事業実施にあたり
様々な事務経費と準備期間が必要となります。しかしな
がら、ギフトカードの場合は、利用できる店舗が多いこ
とや速やかな事業実施が行えること等からカードの送付
となりました。
Q近所には届いているのに私には届かないのですが？
　郵便局がゆうパックにて、順次お届けします。お手元
に届くまでお時間がかかる場合もございますので、ご了
承ください。

　　詐欺にご注意ください！
　朝日町生活者応援事業の「振り込め詐欺」や「個人情
報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに町職員
などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄り
の四日市北警察署（366－0110）か警察相談専用電話
（＃9110）にご連絡ください。

　朝日町では、昨今のエネルギー・食料品等の
物価高騰の影響を受けた家計の負担軽減を図る
ことを目的に、速やかな支援を実施するため全
世帯を対象に１世帯あたり5,000円分のギフト
カードを送付します。

＜対象世帯＞
　令和５年６月１日において、朝日町の住民基
本台帳に記録されている世帯
＜送付時期・方法＞
　令和５年８月上旬から、ゆうパックで上記対
象世帯の世帯主宛に順次送付します。
※受取時に「印鑑」または「フルネームでのサ
　イン」が必要となります。
※順次送付いたしますが、お手元に届くまでに
　は２～３週間かかる場合がありますので、ご
　了承ください。
＜送付するギフトカード＞
　１世帯につき5,000円分（1,000円分×５
枚）のＪＣＢギフトカード
＜利用可能店舗＞
　全国100万店以上のＪＣＢギフトカード取扱
店で利用できます。
※同封の「ご利用の手引き」をご参照ください。
＜申し込み＞
　町から対象世帯に送付するため、申し込みは
不要です。

！

知事 町長 円卓対話 開催

令和５年度

朝日町生活者応
援事業


